　　　　　　　　　部規約

第1条 （名称）

本団体は、　　　　　　　　　　と称する。（以下「本団体」という。）

第二条（所在地）

所在地は、大阪府柏原市旭ケ丘3丁目11番1号であり、関西福祉科学大学内に置く。

第三条（目的）

本団体は、関西福祉科学大学（以下「本学」という。）の建学の精神に則り、本学学生として社会・地域に対し節度ある行動をとると共に相互の親睦と協調をはかり、各個の健全なる発展に務める。
第四条（設立年月日）

本団体は、　　　　　年　　　月　　日を設立日とする。
第五条（事業）

本団体は、第三条に定める目的を達成する為、次の事業を行う。

一. 技能習得及び資質の向上

二. 他の団体との交流、親睦
三. その他本団体の目的達成に必要な事業
第六条（役員）

活動を円滑に行う為に、本学に学籍を有するものとし、次の役員を配置するものとする。

1. 代    表1名、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　
2. 副 代 表1名、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　
3. 会　　計1名、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　
4. 会計監査1名、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. 主　　務1名、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2　役員の任務は、次の通りとする。

1. 代表は、本団体を総括し、企画・運営にあたり、毎月の代表者会議に出席する。
2. 副代表は、代表を補佐し、代表が職務遂行に支障のあるときはこれを代行する。
3. 会計は、本団体の経費管理を担当し、その責任を有する。また、定期的に開催

される会計会議に出席しなければならない。また年3回の収支報告を学友会に

しなければならない。
4. 会計監査は、本団体の会計及び運営を監査する。運営を随時審査し、不明瞭な

点がある場合はそれを明らかにしなければならない。

5. 主務は、本団体の書類作成等の事務作業のほか、施設利用に対してはその施設

の管理及び責任を負うものとする。
6. 役員は新年度が始まるまでに引継ぎを行うものとする。
第七条（任期）

役員の任期は次の通りとする。

1. 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2. 欠員が生じた場合の後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第八条（顧問）

本団体は、活動の向上のため、責任を負う顧問をおくこととする。

一.顧問は、本学専任教職員とする。

二.顧問変更の際は、クラブサークル委員会へ報告するものとする。
第九条（会計）

本団体の必要な経費は、次の収入をもってあてる。
1. 関西福祉科学大学学友会費、利子
2. 会計年度は毎年4月1日～翌年3月31日までとする。
3. 本団体は、下記の帳簿を備える。

1 部員名簿

2 会計簿

3 その他の必要な簿冊

4 証憑、書類
4. 学友会補助費は、リーダーズキャンプへの参加の有無によって評価されることがある。
5. 学友会補助金は、金融機関にて管理するとともに、本団体名かつ会計の氏名で

口座を開設する。役員が変更する時には、名義変更を行う。
第十条（入部・退部）

1. 本団体に部員として入部できるものは、本学園の学籍を有し、適正な手続きを

行った者とする。

2. 退部する際は、適正な手続きを行い、代表者が承認するものとする。
第十一条（降格・廃部・懲戒について）

本団体が3ヶ月を超える活動の休止を行う場合、代表者会議等にて決議を要する。
1. 本団体が大学の名誉を著しく害した場合、別に定められる規約の処分に従うこととする。

2. 第二項以外で問題が起こった場合、委員会の注意・勧告・指示を聞き入れなく学友会・クラブサークル委員会との会議で降格・廃部の決議が出た場合はそれに従うものとする。
3. 本団体は活動をする上で以下のことはしてはならない。
①本学の名誉を傷つけること。

　　　　　　　②他団体並びに他の学生の活動･勉学等の阻害。

　　　　　　　③賭博・学園内での飲酒行為。

　　　　　　　④商業目的の活動。

　　　　　　　⑤その他学生として、不適切な行為。

第十二条（緊急時の対策）

1. 本団体は、緊急時自らだけでは対応ができない場合、クラブサークル委員会に連絡を取り指示を仰ぐこととする。

2. 本団体は、活動に発生した事故等に対応する手段として活動内容に即した各種保険に加入しなければならない。

第十三条（規約の変更・削除・追加等の改正）

1. 規約の変更、削除・追加等の改正に対し変更等を要求するものは変更等の対象となる部分とその内容、理由を役員に提出し、クラブサークル委員会で3分の2以上の賛成で可能とする。

2. 変更・削除・追加等が決議された際は、学友会へ報告書を提出することとする。

附則　この規約は、平成20年4月1日より施行する。
　　　この規約は、平成25年７月25日より一部改訂施行する。

　　　この規約は、平成27年7月25日より一部改正施行する。

　
この規約の記載内容について事実と相違のないことを証明します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       住所：

氏名：　　　　　　　　　　　　　　印

